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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長野市公害防止条例（平成16年長野市条例第45号。以下「条例」という。）

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。 

（特定施設） 

第３条 条例第２条第４号の規則で定める施設は、事業場等に設置する施設であって、別表第１に

掲げるものとする。 

２ 条例第２条第７号の規則で定める作業は、別表第２に掲げる作業とする。ただし、当該作業が

その作業を開始した日に終わるものを除く。 

３ 条例第２条第８号の特定有害物質使用事業者には、非意図的に特定有害物質が含有されている

製品又は一般消費者の生活の用に供する製品で特定有害物質が含まれるが容器、包装等により密

封されているものを扱う卸業、小売業、倉庫業又は運輸に附帯するサービス業を営む者を含まな

い。 

第２章 規制基準 

第４条 条例第３条第１項の規則で定める規制基準は、別表第３に掲げるとおりとする。 

第３章 事業場等に関する規制 

（特定施設の設置及び構造等の変更の届出） 

第５条 条例第５条第１項、第６条第１項又は第７条第１項の規定による届出は、汚水又は廃液に

係る特定施設設置（使用・変更）届出書（様式第１号）によるものとする。 

２ 条例第５条第１項第７号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 排出水の汚染状態及び量 

(２) 用途別用水使用量 

(３) 公害防止責任者の氏名及び緊急連絡用の電話番号 

３ 条例第５条第２項又は第６条第２項の規定による届出は、騒音に係る特定施設設置（使用）届

出書（様式第２号）によるものとする。 

４ 条例第５条第２項第６号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 事業場等の事業内容 

(２) 特定施設の型式及び公称能力 

(３) 用途地域 

５ 条例第７条第２項の規定による届出は、騒音に係る特定施設の種類ごとの数等変更届出書（様

式第３号）によるものとする。 
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（受理書の交付） 

第６条 市長は、条例第５条から第７条までの規定による届出を受理したときは、受理書（様式第

４号）を当該届出をした者に交付するものとする。 

（氏名等変更届出書等） 

第７条 条例第10条第１項の規定による届出は、条例第５条第１項第１号又は第２号に掲げる事項

の変更の届出にあっては氏名（名称・住所・所在地）変更届出書（様式第５号）により、特定施

設の使用の廃止の届出にあっては汚水又は廃液に係る特定施設使用廃止届出書（様式第６号）に

よるものとする。 

２ 条例第10条第２項の規定による届出は、条例第５条第２項第１号又は第２号に掲げる事項の変

更の届出にあっては氏名（名称・住所・所在地）変更届出書により、騒音に係る特定施設のすべ

ての使用の廃止の届出にあっては騒音に係る特定施設使用全廃届出書（様式第７号）によるもの

とする。 

（特定施設承継届出書） 

第８条 条例第11条第３項の規定による届出は、特定施設承継届出書（様式第８号）によるものと

する。 

（改善措置完了届出書） 

第９条 条例第14条の規定による届出は、改善措置完了届出書（様式第９号）によるものとする。 

（汚水等の汚染状態の測定等） 

第10条 条例第15条第１項の規定により汚水又は廃液を排出する者が行う汚染状態の測定及びその

結果の記録は、別表第４及び様式第10号に定めるところにより行うものとする。 

２ 前項の測定結果は、３年間保存するものとする。 

３ 条例第15条第３項の規則で定める有害物質は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第２条

第２項第１号の政令で定める物質とする。 

（緊急時の処置） 

第11条 条例第16条の規則で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水その他これ

に準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準（水質汚濁に係る環

境基準について（昭和46年環境庁告示第59号）のうち、生活環境に係る環境基準をいう。）にお

いて定められた水質の汚濁の２倍に相当する程度を超える状態が生じ、かつ、その状態が相当日

数継続すると認められるときとする。 

２ 条例第16条の規定による命令は、とるべき処置の内容その他必要な事項を記載した文書により

行うものとする。 

（事故発生状況届出書等） 

第12条 条例第17条第１項の規定による届出は、電話による緊急連絡を行うとともに、事故発生状

況届出書（様式第11号）によるものとする。 

２ 条例第17条第２項の規定による事故の再発生を防止するための措置に関する計画の提出は、事

故再発生防止措置計画書（様式第12号）によるものとする。 

３ 条例第17条第３項の規定による届出は、事故再発生防止措置完了届出書（様式第13号）による

ものとする。 

（公害防止責任者） 

第13条 条例第18条第１項に規定する規則で定める事業場等は、次のいずれかに該当するものとす

る。 

(１) 水質汚濁防止法第２条第２項に規定する特定施設を有する工場若しくは事業場又はダイオ

キシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）第２条第２項に規定する特定施設を有する工

場若しくは事業場のうち、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和46年法律

第107号）第４条の規定による公害防止管理者又は公害の防止に関する条例（昭和48年長野県条

例第11号）第53条の規定による公害防止管理責任者を選任する義務のないもの 

(２) 条例第２条第４号に規定する特定施設（騒音に係る特定施設を除く。）を有する工場又は

事業場 

２ 条例第18条第２項に規定する規則で定める業務は、次に掲げるものとする。 

(１) 汚水又は廃液を排出する施設を設置する事業場等にあっては、次に掲げる業務 

ア 施設の使用の方法の監視並びに汚水等処理施設その他附属する施設の維持及び使用に関す
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ること。 

イ 工場から公共用水域に排出される水又は地下に浸透する水（水質汚濁防止法第２条第７項

に規定する有害物質使用特定施設から排出される汚水又は廃液を含む。）の汚染状態の測定

及び記録に関すること。 

ウ 施設の事故時の措置及び汚水又は廃液に係る緊急時の措置に関すること。 

(２) ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出

する施設を設置する事業場等にあっては、次に掲げる業務 

ア 施設の使用の方法の監視並びに施設において発生するダイオキシン類対策特別措置法第12

条第１項第６号に規定する発生ガス又は施設から排出される汚水若しくは廃液を処理するた

めの施設その他附属する施設の維持及び使用に関すること。 

イ ダイオキシン類対策特別措置法第２条第３項に規定する排出ガス又は汚水若しくは廃液に

含まれるダイオキシン類の量の測定及び記録に関すること。 

ウ ダイオキシン類対策特別措置法第23条第１項に規定する特定施設についての事故時の措置

及びダイオキシン類に係る緊急時の措置に関すること。 

第４章 建設工事等に関する規制 

第14条 条例第20条の規定による届出は、特定建設作業実施届出書（様式第14号）によるものとす

る。 

２ 条例第20条第１項第５号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者

の氏名 

(２) 特定建設作業に使用される別表第２に規定する機械の名称、型式及び仕様 

(３) 下請負人が特定建設作業を実施する場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては、その代表者の氏名 

(４) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する

場合にあっては、その現場責任者の氏名及び連絡場所 

第５章 土壌及び地下水の汚染の防止 

（特定有害物質の使用状況等の記録の管理等） 

第15条 条例第26条第１項の規定による調査は、次項に規定する事項に係る資料の調査、関係者に

対する聴き取り、現場の踏査その他の必要な調査を毎年１回以上行うとともに、特定有害物質の

使用状況に変更がある場合においては、その都度その状況の調査を行うものとする。 

２ 条例第26条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 特定有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用量、保管場所、保管方法、保管量、

使用期間及び使用状況 

(２) 特定有害物質使用事業所の敷地の過去の利用状況の概要 

(３) 特定有害物質使用事業所の敷地の過去の造成状況の概要 

(４) 過去の事業活動の概要 

(５) 施設の破損、事故等による特定有害物質の漏出の有無、時期、場所及び漏出量 

(６) 特定有害物質を含む汚水、廃液、廃棄物等の発生状況及び排出経路 

(７) 汚水又は廃液の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概要及び場所 

(８) 特定有害物質を含む廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及び量 

(９) 地形、地質等の概要 

(10) 特定有害物質を含む排ガス又は汚水若しくは廃液を排出する者は、その汚染状態を測定し

た記録 

(11) 施設を撤去するときは、特定有害物質が残存し、又は付着した装置等の解体方法及び解体

場所 

(12) その他市長が特に必要と認める事項 

（特定有害物質使用事業所の廃止時の調査等） 

第16条 条例第27条第１項の規定による調査は、次に定めるところにより行うものとする。 

(１) 次に掲げる調査を実施すること。 

ア 前条第２項各号に掲げる事項に係る資料の調査、関係者に対する聴き取り、現場の踏査そ

の他の必要な調査 
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イ 表層の土壌調査（地表から深さ50㎝までの土壌を対象とした汚染調査をいう。）を実施し、

特定有害物質による汚染の状況について、土壌の汚染に係る指定基準（土壌汚染対策法（平

成14年法律第53号）第６条第１項第１号に規定する基準をいう。）により確認する調査（ア

の調査により、土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第６条第１項第２号に

規定する第二種特定有害物質及び同項第３号に規定する第三種特定有害物質による土壌汚染

の可能性がないと認められる場合を除く。） 

ウ 土壌中（地表から概ね深さ１ｍの深度の土壌をいう。）の気体の採取及び当該気体に含ま

れる特定有害物質の量の測定（アの調査により、土壌汚染対策法施行規則第４条第３項第２

号に規定する第一種特定有害物質による土壌汚染の可能性がないと認められる場合を除く。） 

(２) 前号に掲げる調査の結果、特定有害物質による土壌の汚染が確認された場合又は下層の土

壌（地表から深さ50㎝から10ｍまでの土壌をいう。以下この号において同じ。）に特定有害物

質による汚染のおそれがあると認められる場合には、ボーリング調査（地表からの深さ１ｍか

ら10ｍまでの１ｍごとに土壌を採取して行う調査をいう。ただし、最初の帯水層の底が10ｍ以

内にある場合には、帯水層の底までの範囲とする。）を実施し、下層の土壌の特定有害物質に

よる汚染の状況について前号イ及びウに掲げる調査を実施すること。 

(３) 前２号の調査の結果、特定有害物質による土壌の汚染により帯水層が汚染されているおそ

れがあると認められる場合は、地下水の汚染状況の調査を実施すること。 

(４) その他市長が特に必要と認める調査を実施すること。 

２ 前項第１号イ及びウ並びに第２号の調査は、土壌汚染対策法第３条第１項に定められた調査方

法に準じて行うものとし、同法に定める指定調査機関により行うよう努めるものとする。 

３ 条例第27条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(２) 廃止した特定有害物質使用事業所の名称及び所在地 

(３) 廃止年月日 

(４) 廃止の理由 

(５) 特定有害物質使用事業所の移転に伴い廃止した場合にあっては、移転後の所在地及び連絡

先 

(６) 条例第27条第２項に規定する記録 

４ 条例第27条第１項の規定による届出は、特定有害物質使用事業所廃止届出書（様式第15号）に

よるものとする。 

（土壌汚染状況調査届出書） 

第17条 条例第28条第１項の規定による届出は、土壌汚染状況調査届出書（様式第16号）によるも

のとする。 

（特定有害物質使用地における記録の交付を要しない場合） 

第18条 条例第29条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(１) 土壌の無害化処理が完了した場合 

(２) 汚染された土壌を敷地外に持ち出す方法による処理が完了した場合 

（適用除外） 

第19条 条例第32条第２号の規則で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年

法律第137号）第15条第１項に規定する産業廃棄物処理施設及び鉱山保安法（昭和24年法律第70

号）第13条第１項の規定により届出をした施設とする。 

第６章 地下水の保全及び地盤の沈下の防止 

（地下水採取届出書） 

第20条 条例第34条の規定による届出は、地下水採取届出書（様式第17号）によるものとする。 

（揚水設備変更等届出書） 

第21条 条例第35条の規定による届出は、揚水設備変更（廃止）届出書（様式第18号）によるもの

とする。 

（揚水設備承継届出書） 

第22条 条例第36条第３項の規定による届出は、揚水設備承継届出書（様式第19号）によるものと

する。 

（揚水量の測定等） 
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第23条 条例第37条の規定による記録は、地下水揚水量記録簿（様式第20号）により行うものとす

る。 

２ 条例第37条の規定による報告は、毎年度の総揚水量について、その年度終了後１月以内に、地

下水揚水量報告書（様式第21号）により行うものとする。 

第７章 拡声機騒音の規制 

（拡声機の使用制限区域等） 

第24条 条例第39条第１項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の

区域とする。 

(１) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（以下「学校」という。） 

(２) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規定する保育所（以下「保育所」とい

う。） 

(３) 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定す

る診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの（以下「病院等」という。） 

(４) 図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館（以下「図書館」という。） 

(５) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の３に規定する特別養護老人ホーム（以下「特

別養護老人ホーム」という。） 

(６) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律

第77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼保連携型認定こども園」

という。） 

２ 条例第39条第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 午後８時から翌日の午前８時までの間は、拡声機を使用しないこと。 

(２) 拡声機から発生する音量は、別表第５に掲げる音量の基準を超えないこと。 

(３) 地上７メートル以上の箇所においては、拡声機を使用しないこと。 

(４) 移動して拡声機を使用する場合にあっては、１地点に停止して連続５分間以上使用しない

こと。 

第８章 雑則 

（立入検査の身分証明書） 

第25条 条例第30条第２項及び第43条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第

22号）とする。 

附 則

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(１) 第４条及び第20条から第22条までの規定 公布の日 

(２) 第14条、第15条、第17条から第19条まで及び第23条の規定 平成17年７月１日 

(３) 第16条の規定 平成17年10月１日 

（長野市公害防止条例施行規則及び長野市地下水の保全に関する条例施行規則の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(１) 長野市公害防止条例施行規則（昭和46年長野市規則第17号） 

(２) 長野市地下水の保全に関する条例施行規則（昭和59年長野市規則第13号） 

（経過措置） 

３ 条例附則第３項の規定による届出は、汚水又は廃液に係る特定施設にあっては、汚水又は廃液

に係る特定施設使用届出書の正本にその写し１通を添えて、騒音に係る特定施設にあっては、騒

音に係る特定施設使用届出書の正本にその写し１通を添えて行わなければならない。 

４ 市長は、条例附則第３項の規定による届出を受理したときは、受理書を当該届出をした者に交

付するものとする。 

附 則（平成18年９月28日規則第56号） 

この規則は、平成18年10月１日から施行する。 

附 則（平成22年６月29日規則第28号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年８月25日規則第30号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

１ 汚水又は廃液に係る特定施設 

(１) いわゆるコイン洗車場に設置される洗車施設で、自動式車両洗浄施設以外のもの 

２ 騒音に係る特定施設 

区分 施設の種類 規模又は能力 

(１) 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キ

ロワット未満のもの 

(２) 冷凍冷蔵用ガス圧縮機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

(３) 空調用ガス圧縮機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

(４) 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、

ふるい及び分級機 

原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キ

ロワット未満のもの 

(５) 土石用又は鉱物用以外の用途に用い

られる破砕機 

原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの

(６) 穀物用製粉機 ロール式のものであって、原動機の定格出力が

3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの

(７) 石材加工用切削機 原動機を用いるもの 

別表第２（第３条、第14条関係） 

(１) くい打機（もんけんを除く。）をアースオーガーと併用する作業 

(２) インパクトレンチを使用する作業 

(３) コンクリートカッターを使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、

１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限

る。） 

(４) ディーゼル発電機（原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。）を使用す

る作業 

(５) ブルドーザー（原動機の定格出力が40キロワット未満のものに限る。）、トラクター

ショベル（原動機の定格出力が70キロワット未満のものに限る。）、バックホウ（原

動機の定格出力が80キロワット未満のものに限る。）等の整地機械又は掘削機械を使

用する作業 

別表第３（第４条関係） 

１ 汚水又は廃液に係る規制基準 

区分 

規制基準 

水素イオン

濃度 

（水素指

数） 

生物化学的酸素要

求量又は化学的酸

素要求量（単位 

１リットルにつき

ミリグラム） 

浮遊物質量（単位

１リットルにつき

ミリグラム） 

ノルマルヘキサ

ン抽出物質含有

量 

（鉱油類含有量

に限る（単位１

リットルにつき

ミリグラム）。）

最大 日間平均 最大 日間平均 最大 

別表第１第

１項第１号

に掲げる特

定施設を設

置する工場

又は事業場

１日当たりの平

均的な排出水の

量が10立方メー

トル以上50立方

メートル未満 

60 40 90 60

１日当たりの平

均的な排出水の

量が50立方メー

トル以上 

5.8以上 30 20 50 30 ５

8.6以下 
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備考 

１ 下水道に接続されているものを除く。 

２ 生物化学的酸素要求量に係る規制基準は湖沼以外の公共用水域に排出される排出水につい

て、化学的酸素要求量に係る規制基準は湖沼に排出される排出水について適用する。 

３ 「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたもので

ある。 

４ この表に掲げる項目の測定方法は、次のとおりとする。 

項目 測定方法 

水素イオン濃度 日本産業規格（以下「規格」という。）Ｋ0102の12.1に該当する方

法 

生物化学的酸素要求量 規格Ｋ0102の21に該当する方法 

化学的酸素要求量 規格Ｋ0102の17に該当する方法 

浮遊物質量 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和49年環境庁告示第

64号。以下「環境大臣が定める方法」という。）本則第32号に規定

する方法 

ノルマルヘキサン抽出物質

含有量 

環境大臣が定める方法本則第33号に規定する方法 

２ 騒音に係る規制基準 

別表第１第２項に掲げる施設を設置する事業場等に適用する基準は、特定事業場の敷地の境界線

における騒音の大きさについて、次に定める規制基準とする。 

区分 

時間の区分 

都市計画法に基づく用途地域等
昼間 朝・夕 夜間 

８時～18時 
６時～８時 

18時～21時 

21時～ 

翌日６時 

第１種区域 50デシベル以下 45デシベル以下 45デシベル以下 第一、二種低層住居専用地域 

第２種区域 60デシベル以下 50デシベル以下 50デシベル以下 第一、二種高層住居専用地域 

第一、二種住居地域 

準住居地域 

市街化調整区域 

第３種区域 65デシベル以下 65デシベル以下 55デシベル以下 近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

第４種区域 70デシベル以下 70デシベル以下 65デシベル以下 工業地域 

ただし、この表に掲げる第２種、第３種又は第４種区域内の学校、保育所、病院等、図書館、特

別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲のおおむね50ｍの区域内における規制

基準は、当該各欄に定める基準値から５デシベルを減じた値とする。 

備考 

１ デシベルとは、計量法（平成４年法律第51号）別表第２に定める音圧レベルの計量単位を

いう。 

２ 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合

において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は速い動特性（ＦＡＳＴ）を用いることとす

る。 

３ 騒音の測定方法は、当分の間、規格Ｚ8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、

騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。 

(１) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 

(２) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の

場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 

(３) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの

上端の数値とする。 
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(４) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合

は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。 

３ 騒音に係る規制基準（特定建設作業） 

特定建設作業くい打ち機 

規制種別 地域の区分 

アースオーガ

ー 

インパクト

レンチ 

コンクリート

カッター 

ディーゼル

発電機 

整地機械 

掘削機械 

騒音の大きさ 第１号、第２号 85デシベル以下 

作業禁止時間
第１号 午後７時～翌日午前７時 

第２号 午後10時～翌日午前６時 

最大作業時間
第１号 10時間／日を超えないこと。 

第２号 14時間／日を超えないこと。 

最大作業日数 第１号、第２号 連続６日を超えないこと。 

作業禁止日 第１号、第２号 日曜日及び祝日 

注 

１ 地域の区分は、次に掲げるとおりとする。ただし、当地域内の学校、保育所、病院等、図

書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80ｍの区域内

は、第１号区域に含める。 

第１号区域 第２項に定める第１種区域及び第２種区域 

第２号区域 第２項に定める第３種区域及び第４種区域 

２ 騒音の大きさの測定地点は、特定建設作業の場所の敷地境界線の地点とする。 

別表第４（第10条関係） 

汚染状態の測定及びその結果 

区分 測定内容 測定方法 測定結果 

排出水 排出水の汚染状態 別表第３第１項備考に掲げ

る方法により行うこと。 

水質測定記録表（様式第10

号）により記録すること。

別表第５（第24条関係） 

拡声機の使用に係る音量の基準 

区分 音量 

第１種区域 50デシベル

第２種区域 60デシベル

第３種区域 65デシベル

第４種区域 70デシベル

※ 移動して拡声機を使用する場合の音量は、80デシベルとする。 

備考 

１ デシベルの定義及び騒音の測定は、別表第３第２項備考１及び２に定めるところによる。 

２ 騒音の測定点は、敷地の境界線（移動して拡声機を使用する場合にあっては、道路端）と

する。 

３ 騒音の測定方法は、当分の間、規格Ｚ8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、

騒音の大きさの決定は測定値の等価騒音レベル（移動して拡声機を使用する場合にあっては

最大値）とする。 

４ 第１種区域、第２種区域、第３種区域及び第４種区域とは、別表第３第２項に定める区域

とする。 
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